
企画部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

企画部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

広報・広聴活動の推進

広報ちりゅう、ホームページ、LINE公式アカウント

などを活用し、わかりやすく行政情報を発信するとと

もに、市民からの手紙など広聴も推進していきます。

協働推進課

・登録者数７万４千人を超えたLINE公式アカウントを

さらに活用する方法を検討します。

・見やすい、わかりやすい公式ホームページ、広報ち

りゅうについて調査及び研究を行います。

２

人権施策の推進

市民一人ひとりの人権意識をより一層高めるための

「知立市人権尊重のまち」宣言に基づき、今後もすべ

ての市民の人権が保障される誰もが暮らしやすい地域

社会を築いていくための施策を推進していきます。

協働推進課

・人権行動計画の中間見直しを行います。

・見直しを行った男女共同参画プランを推進します。

・町内会をはじめとする市民活動団体を支援します。

・GCFを活用して、補助団体などの負担軽減と活動支

援を行います。

３

自治体DX（デジタルト

ランスフォーメーショ

ン）の推進

デジタル社会形成基本法に基づくデジタル化を加速さ

せ、『待たなくても良い』『書かなくても良い』『行

かなくても良い』をモットーに、市民サービスの向上

を目指し、デジタル技術を用いたDXを実現します。

企画政策課

・知立市DX推進指針に基づくデジタル化の推進を図り

ます。

・ノーコードツールの活用による行政手続のオンライ

ン化を推進します。

・デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用したＤ

Ｘプロジェクトを検討します。

４

総合計画、まち・ひ

と・しごと創生総合戦

略、SDGｓの推進

総合計画及び総合戦略・SDGｓの推進に向け、PDCA

サイクルにより施策・事業の検証を行い、実施計画に

反映していくとともに、将来を担う若い世代を中心に

幅広く意見を取り入れ、将来を見据えた新総合計画

（第７次）の策定を進めます。

企画政策課

・第7次総合計画を策定します。

・SDGs推進のための取組（AichiExpo参加、市イベン

ト開催、多文化共生推進、日本語教室開催 等）を行

います。

・企業・大学等との協定に基づく連携を推進します。

５

健全な財政運営の推進

知立駅付近連続立体交差事業などの大型建設事業の実

施や多様化する行政需要の増加により、経常収支比率

など各種財政指標の悪化が危惧されますが、市税やふ

るさと納税など自主財源の確保に努め、引き続き健全

な財政運営をしていきます。

財務課

・ふるさと納税の返礼品やポータルサイトの拡充、PR

方法の検討などを行い、ふるさと納税の確保に努めま

す。

運営方針（重点課題）
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企画部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

企画部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

６

公共施設等総合管理計

画の推進

公共施設、インフラ資産ともに老朽化が進んでいるた

め、⾧期的な視点をもって、更新・統廃合・⾧寿命化

などを計画的に推進していきます。

財務課

・公共施設のLED化を図ります。

・市内公共施設等に太陽光発電設備等を導入していき

ます。

・公共施設の再配置について検討します。

７

企業・オフィス誘致の

推進

地域産業の振興を図るため、産業促進拠点への企業誘

致を推進するとともに、新たな産業の創出、市民の雇

用機会の拡大を図るため、オフィス誘致も推進してい

きます。

企業立地推進課

・市外企業の誘致の促進、市内企業の事業継続・拡張

を支援するため、工場立地に向けた開発にかかる関係

機関の調整や各種補助制度による支援を行っていきま

す。

・新たな産業の創出、市民の雇用機会の拡大を図るた

め、オフィス誘致を推進します。
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総務部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

総務部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

見える化、ペーパレス

化及びＩＣＴ化による

事務効率の向上

計画的な業務の進め方、予定の共有による横断的な協

力体制を図るため、業務スケジュールの見える化を実

施し、常にペーパレス化、DXを意識し、事務効率の

向上を図ります。

総務課

税務課

・グループウエアのスケジュールを積極的に活用しま

す。

・資料のペーパレス化、回覧レポート機能等活用、キ

ントーン等DXを更に推進します。

・会議など時間短縮等無駄を省く視点で取り組むこと

による時間外を削減します。

２

適正な制度運用と働き

方改革の推進

適正な制度運用とワークライフバランスを見据えた働

き方改革への対応などを研究し、当市に見合った制度

の運用を目指します。

総務課

・会計年度任用職員制度を適切に対応します。

・定年延⾧制度を適正に遂行します。

・人事評価制度を継続的に検証します。

・働き方改革による⾧時間労働の改善策を検討しま

す。

・男性の育児休暇及び女性活躍の推進を図ります。

３

選挙事務の適正な執行

市⾧・市議補欠選挙の適正な執行を行うとともに、投

票率向上への効果的な啓発活動を実施します。
総務課

・選挙投・開票事務を確実に執行します。

・投票率向上への効果的な啓発を実施します。

・県選連会⾧市関連事務を適正に執行します。

４

収納率向上に資する対

策

賦課担当、収納担当それぞれにおいて納税が促進され

るような具体的改善策を研究し、収納率が向上するよ

うな対策を構じます。

税務課

・共通納税での納付や口座振替を勧奨します。

・税の重要性・公平性を納税通知、案内文、広報、

HPなどで周知します。

・児童・生徒へ税の意義や役割の正しい理解のため 

租税教育を推進します。

５

法改正、条例、規則立

案、並びに管理力の充

実

法律改正などにおいて改正手続きなどの能力を向上さ

せ、課内での法改正情報等を共有し必要な措置を検討

します。

税務課

・地方税法の改正による市税条例、規則等の改正の際

に必要な業務を、課内で対応できる体制を構築しま

す。

・改正に伴う業務の変更や新たな手続きなどの情報

を共有し、必要な事務を遂行します。

運営方針（重点課題）
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危機管理局 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

危機管理局⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

災害時は地域で助け合

う「共助」の支援充実

・自主防災会の防災力を強化します。

・防災士資格の取得を促進します。特に女性取得者の

増加を推進していきます。

・防災訓練に小中学生の参加を促進します。

・災害協定などの締結促進及び災害協定を結んでいる

自治体等との連携強化を図ります。

安心安全課

・指定避難所毎に地区自主防災会の訓練を実施し、連

携強化を図ります。

・防災士資格取得経費の補助の広報・ＰＲ実施、消防

団員などへ資格取得を促進します。

・小中学生に対する防災教育の実施、総合防災訓練等

へ参加を促進します。

２

安心安全なまちづくり

「防犯」の啓発促進

侵入盗や窃盗、特殊詐欺などの犯罪率を下げるため、

補助制度や防犯活動により啓発及び防犯意識の向上を

図ります。

安心安全課

・防犯啓発活動を四季ごとに実施します。

・特殊詐欺対策電話機器等購入費補助金制度について

補助実績の目標を84件とします。         

・防犯用具購入費補助金制度の活用を促進するため、

広報掲載、チラシ配付など周知活動を行い、補助実績

の目標を210件とします。

・関係機関と協議の上、新たに５台の街頭防犯カメラ

を設置します。

運営方針（重点課題）
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福祉子ども部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

福祉子ども部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

災害弱者への支援体制

の構築

身体障害者福祉センターを福祉避難所に指定し、運営

体制を構築することと、避難行動要支援者に対する支

援体制を構築します。

福祉課

身体障害者福祉センターを福祉避難所として指定し、

備品整備等の体制整備と併せて開設訓練を実施しま

す。また、他の福祉避難所に関しても事業所等と連携

し開設訓練を行います。

２

引きこもり等に対する

支援体制の構築

子ども・若者支援地域協議会の設置を行い、支援体制

の構築を目指します。
福祉課

協議会設置に向け、医療、保健、福祉、雇用等の各関

係機関による設置を進めます。また、ひきこもりの実

態調査を実施します。

３

第３期子ども・子育て

支援事業計画の策定

既存計画の成果の振り返りと、新たな事業実施時には

事業の統廃合を検討します。
子ども課

子ども・子育て支援事業計画の策定において、子ど

も・子育て会議の委員各位が検討しやすい会議資料・

進行に努め議論が深まるように実施します。

４

子ども家庭センター設

置準備

子ども家庭センター設置に向け、スケジュール・組織

体制等の準備行為を行います。
子ども課

センター設置に向けた研修の受講の実施とシステム・

人員配置の向けた内部調整及び、健康増進課との役割

分担並びに目指すべき方向性の共有を行います。

運営方針（重点課題）
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保険健康部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

保険健康部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

健康生きがいづく

り・介護予防の推進

まちかど運動教室への測定会の導入やオーダーメイド

型介護予防教室の実施により、介護予防プログラムに

よる効果を測ることができるため、介護予防の取組の

検証を行います。

⾧寿介護課

・保険給付費抑制のための方策を検討し、調査を行い

ます。

・老人福祉センターの利用を促進します。

・シルバー人材センターの活用を促進します。

２

高齢者が地域で安心

して暮らせる体制づ

くり

地域における支え合い体制の構築を目指し、担い手の

育成や高齢者支援団体等との連携を図るほか、各団体

間で情報共有するための交流機会の提供します。

⾧寿介護課

・地域等における担い手の育成を行います。

・高齢者のニーズを調査するとともに担い手の確保を

図ります。

・地域の高齢者が支えあえる場づくりを支援します。

・高齢者実態調査のあり方を検討します。

・民生委員・老人クラブ・町内会等、地域の社会資源

との連携を推進します。

３

保険証廃止に伴う事

務の円滑な推進

健康保険の保険証廃止に伴い、資格確認証などの交付

事務等を適正に行います。
国保医療課

健康保険の保険証廃止に伴い資格確認証等の交付事務

が適正に行えるよう情報収集やシステム改修、被保険

者への周知の徹底等を行います。

４

特定健康診査受診率

の向上

医療費適正化に向け、健診受診率の向上に努めます。 国保医療課

・被保険者の意欲を促し、国保、後期ともに、受診率の

目標を46％とします。

・医療機関や健診期間の拡大について研究します。

・ウェブ予約等、健診（検診）の実施方法を工夫し、若

年層が受診しやすい環境を整備します。

・未受診者に対してLINE等を活用し受診勧奨を行いま

す。

・行動変容を促すようなチラシ等を作成し、受診率の向

上につなげます。

５

各種計画の作成

令和６年度に期間満了を迎える計画の次期計画を、関

係部署と連携を取り、策定します。
健康増進課

・知立ともだち21計画

・食育推進計画

・こころ応援計画

・子ども・子育て支援事業計画 を策定します。

運営方針（重点課題）
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保険健康部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

保険健康部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

６

各種健診の見直しや

新規事業の推進

各種健診事業を見直すとともに、既存事業に支障がな

いよう新規事業を推進し、施設改修を実施します。
健康増進課

・医療機関での胃カメラ検査の実施に向け、調査研究

します。

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を推

進します。

・定期接種化となる新型コロナワクチン接種事業を円

滑に運営します。

・安全性を確保し、計画的に施設の改修を行います。
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市民部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

市民部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

コンビニ交付サービス

の推進

住民票等コンビニ交付サービス利用率の向上を目指し

ます。

【目標利用率】 ２７．０％

市民課

・コンビニ交付サービスの利便性や操作方法の周知

（窓口、HP、LINE等）を図ります。

・コンビニ交付サービスの利用増に向けた対策を検討

します。

２

マイナンバーカード取

得の推進

マイナンバーカードの保有率の向上を目指します。

【目標保有枚数率】 ７７．０％

※2月末交付率 ８０．７％

 2月末保有枚数率 ７４．０％

市民課

・各種の申請サポート等を実施し、マイナンバーカー

ド保有率の向上を図ります。

・マイナンバーカード申請済で、未交付者に対する受

取り勧奨を実施します。

３

観光振興の推進

観光振興計画に基づく施策の推進を図るとともに、観

光施設の計画的な改修を進めます。また知立駅周辺賑

わいの創出事業を推進します。

経済課

・観光施設の維持管理・整備についての方向性及びデ

ジタル技術を活用した観光施策を検討します。

・指定管理者との連携を促進します。

・知立駅周辺エリアプラットフォームの未来ビジョン

策定や実証事業の実施など、知立駅周辺賑わいづくり

事業の官民連携を推進します。

４

農業委員会・農地利用

最適化活動の推進

農業委員会の組織体制の安定化を図るとともに、農地

等の利用の最適化の推進に関する指針に基づき、目標

達成に向けた具体的な活動を推進する。

経済課

・農業委員会委員の理解と知識・意識向上を図りま

す。

・安定かつ継続的な最適化推進活動の展開及び活動の

評価・検証を行います。

・目標地図作成のための話し合いを行い、地域計画策

定します。

・企業立地に伴う関係者との調整を図ります。

５

CO2排出量の更なる削

減の推進

2050年までのCO2排出量実質ゼロを目指して、持続

可能な取り組みについて引き続き検討し、実施する。
環境課

・地球温暖化対策設備補助金制度の利用促進などゼロ

カーボンシティの実現に向けた市民への啓発を強化し

ます。

・環境教育に向けた取組を実施します。

運営方針（重点課題）
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市民部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

市民部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

６

循環型社会形成の推進

プラスチック資源循環促進法に基づく、分別・収集・

運搬・処理等について、令和７年度からの実施に向

け、見直しを行います。

環境課

・プラスチック製ごみの分別や収集、処理方法等を確

定させます。

・分別方法等の変更について、市民に対して周知徹底

を図ります。
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建設部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

建設部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

住民要望等の円滑な実

現

・ 地元要望工事の採択率の向上を図ります。

・ 要望（苦情）の対応は、早期に現状把握及び対応

策の検討を行い、速やかに回答を行います。

土木課

・ 地元要望工事の採択率は65％以上を目指します。

・ 早期に現状把握（通報当日現地確認）及び対応策を

検討し、通報者への回答は３日以内を目標とし、丁寧

な説明を行います。

２

工事の発注規模の拡大

による早期発注及び平

準化

・ 認定工事箇所の集約化など、発注規模の拡大によ

り工事の平準化を図り、 標準工期を確保した工事発

注を行います。

土木課

・ 認定工事箇所の集約化による合併案を検討し、工事

発注計画を作成のうえ、適正な工期を確保し、９月末

60%、12月末100％の工事発注を目指します。

３

道路後退用地の寄附の

促進による狭あい道路

の解消

・狭あい道路寄附推進補助金の活用により、道路後退

用地の寄附を促進し、狭あい道路の解消に努めます。
土木課

・ 建築行為などの相談時に、狭あい道路に係る道路後

退の制度、後退用地の寄附及び管理の必要性や、測量

等の補助内容を説明し、過去３か年平均を上回る寄附

を促進します。

４

知立市耐震改修促進計

画に基づく耐震化の推

進

・アクションプログラムなどに基づき、住宅耐震化及

び耐風対策に係る財政的支援や普及・啓発等の強化を

図り、耐震化等の向上に努めます。

建築課

・住宅無料耐震診断、住宅耐震改修費及び住宅解体費

補助金などの支援と併せて、多世代で同居することの

利点を生かした多世代住宅耐震化促進等補助金及び補

助金の代理受領制度の活用を促進し、耐震診断35件、

耐震改修５件を目標とした取組みを行い、耐震化率の

向上を目指します。

・令和６年度創設の住宅の耐風診断・耐風改修補助制

度の周知・啓発を行い、それぞれ２件を目標とし、住

宅の耐風対策に努めます。

・地元町内会等に対する耐震診断ローラー作戦などの

啓発活動に加え、広報、回覧、耐震改修無料相談会

（2回以上の開催）などの周知啓発を行います。

運営方針（重点課題）
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建設部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

建設部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

５

空家等対策の推進

・空家等対策計画に基づき、空家等の発生予防、適正

管理・指導を行うなど、空家等の対策に取り組みま

す。

建築課

・危険空家解体補助を行うと共に、専門家・関係団体

等による出前講座の開催、空家無料相談会（1回以上

の開催）を行います。

・庁内関係各課との連携により、必要に応じて空家等

の所有者へ周知・啓発を行います。

・法及び条例の改正内容を精査し、空家等対策計画の

改訂を行います。
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都市整備部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

都市整備部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

都市計画道路知立南北

線の事業推進

知立駅周辺での各事業の進捗を鑑みながら本事業を円

滑に進捗します。そのためにも地権者との合意形成を

図りながら、関係機関との調整を行い事業推進を図り

ます。

都市計画課

用地測量は、権利者との関係性の構築に非常に重要な

業務でもあるため、丁寧に実施します。また、代替え

資産について権利者の意向把握に努め、円滑な移転と

なるように調整を図ります。

２

インクルーシブ遊具設

置整備

並木整備事業GCFと連携して、インクルーシブ遊具の

周知に努め、多くの人が関われることを目標に進めま

す。完成時には、インクルーシブの理念を促すために

も、イベントの開催を実施します。

都市計画課

GCFの周知、協力依頼に重点的に力を入れ、話題性を

持って事業を進める。7月工事発注、2月完成の予定で

関係団体と調整を行い、円滑に事業を進めます。

３

知立西新地地区市街地

再開発事業の事業化の

推進

事業化への推進を図るため、地権者との合意形成を進

めるとともに、特定業務代行者などと事業計画案を精

査し、都市計画決定に向け協議します。

まちづくり課

特定業務代行者などと事業計画案を作成し、都市計画

決定を行います。未賛同者との個別交渉を行い、地権

者との合意形成を推進します。準備組合の運営を支援

しながら、再開発事業の調査・研究を行います。

４

組合土地区画整理事業

の推進

計画中の事業において、地元と共に理解を深め、合意

形成を図りながら円滑な事業推進を誘導します。
まちづくり課

蔵福寺地区については権利者に対して丁寧な説明に努

め、区画整理組合設立を目指します。組合員の区画整

理への知識向上に努め、円滑に事業推進となる支援を

行います。

５

知立駅周辺土地区画整

理事業の推進

各駅周辺整備事業の進捗を意識し、まちづくりが停滞

しないように、移転交渉や公共施設整備を行います。

駅周辺において駅利用者、居住者及び施設利用者に影

響が少ないよう整備の実施を行います。

都市開発課

連立事業に関連する案件については、連立工事の進捗

に影響が出ないよう調整しながら実施します。移転対

象者に対しては、事業への理解を得ながら粘り強い交

渉と丁寧な説明を行います。駅周辺整備状況が変化す

る中、各事業者と調整しながら公共施設工事を行いま

す。

運営方針（重点課題）
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都市整備部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

都市整備部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

６

知立駅南土地区画整理

事業の事業化への推進

知立駅周辺でのまちづくりの効果、関連事業の進捗、

事業費軽減を意識した上で事業化に向けた検証を行

い、まちづくりの観点から拠点施設整備の方向性を関

係部局と調整を行います。

都市開発課

前年度、拠点施設整備の検討を引き続き進め、整備手

法、実現性の方針を策定します。また、土地区画整理

事業への事業化として計画協議策定に着手します。

７

連立事業の推進

関係機関への調整を事業主体者と共に行い、連立事業

を円滑に推進するための支援を行います。市民、経済

界、市議会及び知立市等で、早期の効果発現に向けて

体制強化を図ります。

都市開発課

愛知県と共に地元や他部署との調整を行い、本体工事

や仮線工事の進捗を図ります。名古屋本線名古屋方の

高架への切替に向けて、早期完了を確実にするため

に、関連工事などの支援を行います。また、⾧期財政

計画を適宜検証し、知立市全体として諸事業の実施調

整を行います。
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上下水道部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

上下水道部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

水道事業の投資及び財

政の適正化

将来の財政予測を踏まえた経営の基本となる「投資・

財政計画」をまとめ、水道事業の適正化を図ります。
水道課

水道ビジョン、経営戦略の中間見直しを行い、また、

水道料金の改定に係る改定率等を決め、上下水道事業

審議会に諮ります。

２

水道管の耐震化率の向

上

重要給水施設配水管の整備、老朽管の布設替等を計画

的に行い、耐震化率を高めます。
水道課

老朽管等の布設替に係る優先順位を検証し、耐震化率

向上に向けた整備計画をまとめ、令和６年度末の管路

耐震化率を26.8％以上とします。

３

公共下水道事業の整備

促進

下水道ビジョンに掲げた2029年度の下水道普及率

80％に向け、整備を促進します。
下水道課

整備計画に基づき、令和6年度末の下水道普及率を

73.0％以上とします。

４

内水による浸水被害の

情報提供の推進

浸水に対する円滑な避難行動や平常時からの防災意識

の向上を図ります。
下水道課

内水氾濫により浸水が想定される区域や浸水の深さな

どの情報をまとめた内水ハザードマップをまとめま

す。

運営方針（重点課題）
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教育部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

教育部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

施設整備計画の推進

・施設の老朽化、財政状況、少子高齢化による利用状

況の変化に対応し、中⾧期と短期に分けた視点をもっ

て効果的で効率的な改修を行います。

教育庶務課

・保全計画、⾧寿命化計画に基づく計画的な実施及び

促進（実施計画事業や営繕工事を含む）を行います。

・事業における補助金、リース、起債適用の組合せや

最適化の総合的な有効判断をします。

２

単独（ソフト）事業の

効果検証または課題整

理と解決

・教育のＩＣＴ化に対応し、個別最適な学びと協働的

な学びの実現を目指します。

・働き方改革の趣旨を踏まえ効率化に取り組みます。

・アレルギー事故の防止に努めます。」

・ＧＩＧＡスクール構想のアップデート（クラウド化

等を含む）を行います。

教育庶務課

・水泳授業の効果検証とまとめを行います。

・各種システム更新と次期システム導入の準備を行い

ます。

・給食費の検証、公会計化のあり方の検討及び調理業

務委託の確実な更新を行います。

・アレルギー対応マニュアルの確実な実施と徹底を行

います。

３

コミュニティ・スクー

ルのさらなる推進につ

いて

令和８年度の市内全小中学校のコミュニティ・スクー

ル構築に向け、地域とともにある学校づくりを段階的

に進めます。特に、知立南中学校区では、課題を洗い

出し、改善策を考えます。竜北中学校区では、先進事

例を参考に、体制づくりを図ります。

学校教育課

・知立南中学校区における３校（知立南中・知立南

小・知立東小）のコミュニティ・スクールとしての活

動・課題等を集約します。

・知立市統括コーディネーターによる竜北中学校区で

の研修会等を実施します。

４

放課後子ども教室での

災害対策の見直し

放課後子ども教室の緊急対応マニュアルを見直し、各

教室で災害等の発生を想定した対応を検討します。
学校教育課

・災害時における対応について、各教室で再検討しま

す。

・緊急時対応マニュアルでの改善策を作成します。

５

生涯学習施設のあり方

について

コロナ禍が解消し、利用者も以前の状態に近づいてき

ました。更なる利用者の増加として、現役世代の利用

を呼びかけます。

また、中央公民館、猿渡公民館、文化広場と西新地地

区に設置予定の生涯学習施設の４施設のより良い再編

を目指します。

生涯学習スポーツ課

・１DAY講座、夜間・土日の講座、学習スペースの開

放等若い世代の人も参加しやすい講座やイベントを企

画します。

・今後の生涯学習施設の運営について、生涯学習を進

める上での最善の運営方法を研究し、社会教育審議会

や定例教育委員会等に諮っていきます。

運営方針（重点課題）
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教育部 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

教育部⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績運営方針（重点課題）

６

スポーツ振興について

現在の社会情勢や国のスポーツ基本計画、県のスポー

ツ推進計画を鑑みて、知立市のスポーツ推進計画の策

定をします。また、民間企業と連携し、新たなスポー

ツ振興を創出します。

生涯学習スポーツ課

・令和５年度に実施した計画策定のためのアンケー

ト、ヒアリングを元に知立市にふさわしいスポーツ推

進計画を策定します。

・プロスポーツチームや実業団など企業スポーツと連

携し、スポーツ施設の整備を進めながらスポーツ振興

の活性化を図ります。

７

市史の完成とその活用

⾧い期間をかけ制作した「新編知立市史」が完成しま

した。これで終わりではなく、これを活用し市民に知

立の歴史を伝えます。

文化課

・「はじめての知立市史」の販売開始に伴い、促進PR

を行います。

・知立市史刊行に伴い収集した資料を使い、関連した

イベント等を企画します。

８

市民に愛される図書館

を目指して

近隣市のように建物を新しくすることはできません

が、内容を充実させ市民に愛される図書館づくりを進

めます。

文化課

・現在図書館で行っているイベントや講座等の充実を

図ります。

・図書館来館者や電子図書館利用者の増加につながる

取り組みを研究します。
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議会事務局 令和６年度仕事宣言（部局における運営方針）

議会事務局⾧ 担当課 具体的な取組内容 実   績

１

議会広報・広聴活動の

推進

市議会だより、ホームページ、ユーチューブなどを積

極的に活用して、市民に分かりやすく開かれた議会を

目指します。

議事課

多様な媒体を活用して積極的な広報・広聴を行いま

す。特に市議会だよりは市民に分かりやすく開かれた

内容になるようリニューアルを行うとともに、事務が

円滑に行えるようマニュアルを整えます。

２

本会議等の適切な運営

と計画的な記録の作成

及び公開

チェックリスト等により事前準備を確実に行い会議を

進行するとともに、会議録等作成の進捗管理をしっか

り行い、情報公開します。

議事課

本会議及び委員会の準備は、チェックリスト等を確認

し前日までに整えることを徹底します。加えて会議当

日の開議前にマイク等システムの動作確認をします。

これを踏まえて円滑かつ効率的に議事を進めるととも

に、会議録作成も計画的に進め、遅延なく公開しま

す。

３

災害対応体制の強化

議会ＢＣＰに基づき、災害発生時の初期段階における

体制を強化します。
議事課

初期段階における対応の最適な手法の確立と、訓練に

よる関係者の習熟を図ったうえで、それらを踏まえた

議会ＢＣＰの改正案を作成します。

運営方針（重点課題）
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